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答

弁

第

三

三

号 
   

す
る
。

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
自
賠
責
保
険
の
保
険
料
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 

内
閣
衆
質
一
〇
二
第
三
三
号 

昭
和
六
十
年
六
月
七
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
自
賠
責
保
険
の
保
険
料
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

自
動
車
保
険
に
つ
い
て
は
、
現
在
自
動
車
保
険
料
率
算
定
会
に
お
い
て
そ
の
収
支
を
検
証
中
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
（
以
下
「
自
賠
責
保
険
」
と
い
う
。
）
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
全
車

種
合
計
の
収
支
の
状
況
に
よ
り
改
定
の
要
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
き
て
お
り
、
本
年
四
月
の
保
険
料
率
改

定
も
、
近
年
、
全
車
種
合
計
の
収
支
が
急
激
に
悪
化
し
た
た
め
必
要
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
車
種
別
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
、
そ
の
損
害
率
が
全
車
種
平
均
損
害
率
に
比
し
著
し
く 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

均
衡
を
失
す
る
こ
と
と
な
る
車
種
に
つ
き
所
要
の
調
整
を
行
つ
て
き
た
が
、
今
回
の
保
険
料
率
改
定
に
際
し
て

は
、
併
せ
て
車
種
間
の
料
率
調
整
も
行
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
昨
年
十
二
月
の
自
動
車
損
害
賠
償

責
任
保
険
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
答
申
に
お
い
て
は
、
今
後
、
毎
年
定
期
的
に
審
議
会
を
開
催
し
、

自
賠
責
保
険
の
収
支
状
況
等
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

自
賠
責
保
険
は
、
収
支
相
当
を
原
則
と
す
る
保
険
制
度
で
あ
り
、
そ
の
保
険
料
率
は
保
険
数
理
に
基
づ
き
算

出
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
保
険
料
率
の
改
定
に
当
た
つ
て
は
、
車
種
別
の
損
害
率
等
の
統
計
を
基
礎
と
し
た
保

険
数
理
計
算
を
基
本
と
し
つ
つ
、
契
約
者
の
保
険
料
負
担
の
急
激
な
増
加
を
緩
和
す
る
こ
と
等
に
配
意
し
て
、

累
積
運
用
益
の
活
用
等
に
よ
り
そ
の
引
上
げ
幅
の
圧
縮
を
図
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
に
、
付
加
保
険
料
に
つ
い
て
は
車
種
別
に
大
差
が
な
い
た
め
、
純
保
険
料
の
額
の
高
い
車
種 

四 

 



六
に
つ
い
て 

(4) 

二
輪
車
の
単
独
事
故
に
よ
り
同
乗
者
が
死
傷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
輪
車
の
保
有
者
に
自
賠
法
第 

(3) 

二
輪
車
の
対
自
動
車
事
故
に
よ
り
二
輪
車
の
同
乗
者
が
死
傷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
双
方
の
自
動
車
の
保 

(1)
及
び

(2) 

御
質
問
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
率
の
算
定
上
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら 

に
つ
い
て
は
営
業
保
険
料
に
占
め
る
純
保
険
料
の
割
合
が
大
き
く
な
り
、
純
保
険
料
の
額
の
低
い
車
種
に
つ
い

て
は
営
業
保
険
料
に
占
め
る
純
保
険
料
の
割
合
が
小
さ
く
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。 

三
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
二
輪
車
に
付
さ
れ
た
自
賠
責
保
険
の
支
払

対
象
と
な
る
。 

に
つ
い
て
の
統
計
は
な
い
。 

有
者
に
つ
い
て
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
以
下
「
自
賠
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
責

任
が
発
生
し
た
と
き
は
、
双
方
の
自
動
車
に
付
さ
れ
た
自
賠
責
保
険
の
支
払
対
象
と
な
る
。 

五 

 



八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

自
動
車
の
種
別
ご
と
の
ユ
ー
ザ
ー
の
代
表
を
す
べ
て
審
議
会
の
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

審
議
会
の
委
員
に
は
、
学
識
経
験
者
四
人
及
び
自
動
車
運
送
関
係
者
二
人
（
ほ
か
に
臨
時
委
員
一
人
）
が
任
命
さ

れ
て
お
り
、
昨
年
十
二
月
の
答
申
作
成
に
至
る
審
議
に
お
い
て
も
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
意
見
が
十
分
反
映
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
。 

原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
自
賠
責
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
保
険
の
期
限
切
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
保
険
会

社
か
ら
、
保
険
期
間
満
了
前
に
通
知
を
行
う
と
と
も
に
、
契
約
の
継
続
の
手
続
を
行
わ
な
い
者
に
対
し
て
は
継

続
の
手
続
の
督
促
を
行
つ
て
い
る
。 

ま
た
、
政
府
に
お
い
て
は
、
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
を
通
じ
て
、
保
険
会
社
に
対
し
、
原
動
機
付
自

転
車
に
係
る
自
賠
責
保
険
加
入
率
の
向
上
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。 

六 

 



九
に
つ
い
て 

別
表 

自
家
用
乗
用
車
、
自
家
用
小
型
貨
物
車
、
軽
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
営
業
保
険
料
内
訳 

御
質
問
の
趣
旨
が
、
現
在
の
搭
乗
者
傷
害
保
険
の
座
席
ベ
ル
ト
装
着
者
特
別
保
険
金
制
度
を
改
定
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
損
害
保
険
業
界
に
お
い
て
道
路
交
通
法
改
正
法
案
が
成
立
し
施
行
さ
れ

る
時
ま
で
に
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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